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平成 30年度 地方分権改革に関する提案募集の検討区分について 
 

平成 30 年６月 29 日に内閣府の「地方分権改革有識者会議・提案募集検討専門部会合同

会議」が開催されました。当会議の結果として、７月２日に関西広域連合の提案 18項目（32

提案）及び関西広域連合と構成府県市との共同提案 19項目に対する検討区分が、次のとお

り示されました。 

 

１ 平成30年度提案募集に係る検討区分（調整対象案件の詳細については別 紙を参照） 

検討区分 

提案数（項目数） 

全国 
関西広域連合 

連合提案 共同提案 

Ⅰ 内閣府と関係府省との間で調整を行う提案(＊１) 188  2( 2)  12  

 うち、重点事項と位置づけられた提案(＊２) 75  0( 0)  3  

Ⅱ 関係府省における予算編成過程での検討を求める

提案 
15  0( 0)  0  

Ⅲ 提案団体から新たな支障事例が示された場合等に

調整対象とする提案等 
116  30(16)  7  

提案総数 319  32(18)  19  

※ 国の公表数値（全国）と合わせるため広域連合の項では、提案数と項目数を併記（括弧内が項目数）。国では１

法律につき１提案と計上しており、広域連合提案「二地域にまたがる国出先機関の権限移譲(15法律)」を15提案

１項目として計上。 

＊１ 連合提案のうち、内閣府と関係府省との間で調整を行う提案(２項目) 

提案項目 

１ 通訳案内士登録業務の見直し 

２ 広域連合の規約変更における大臣許可手続きの弾力化 

＊２ 地方分権改革有識者会議の提案募集検討専門部会で調査・審議を行う案件 

 

２ 今後のスケジュール 

７月下旬～８月上旬 ○所管府省からの第１次回答、提案団体への意見照会

（提案団体から意見を提出） 

９月上旬～中旬 ○関係府省への再検討要請 

10月上旬～11月中旬 ○第２次回答公表、内閣府と関係府省との最終調整 

12月中下旬 ○地方分権改革推進本部、閣議（対応方針の決定） 
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１ 関西広域連合提案のうち調整対象となったもの（２項目） 

提案項目 提案内容 

１ 通訳案内士登録業務の見直

し 

通訳案内士登録の際に提出を求めている書類について、申請

者の利便性の向上及び行政の効率化を図る観点から見直しを

求める。 

２ 広域連合の規約変更におけ

る大臣許可手続きの弾力化 

広域連合の規約のうち、広域連合の処理する事務及び広域連

合の作成する広域計画の項目を変更するにあたり、当該事務が

国の行政機関の長の権限に属さない場合は、総務大臣の許可を

不要とし届出制とすることを求める。 

 

２ 関西広域連合と構成府県市の共同提案のうち調整対象となったもの（12項目） 

提案項目（提案団体） 提案内容 

１ 中小企業等協同組合から

の暴力団排除のための中

小企業等協同組合法の改

正（京都府） 

協同組合法上では、明確に暴力団排除を定めている規定がな

く、認可庁としても、暴力団と関わりのある組合の認可を拒否

したいが、法律上での明確な根拠がないため、排除することが

難しく、また、警察への暴力団照会も法的根拠がないため、調

査が出来ない状況である。 

中小企業等協同組合から暴力団を排除することができるよ

う、条例委任又は法改正による暴力団排除条項の追加を行うこ

とを求める。 

２ 災害復旧事業の重要変更

協議案件の基準の緩和（京

都府） 

重要変更協議案件の基準を緩和することにより、国との協議

時間を縮減し、災害復旧事業の円滑で迅速な事務執行を可能と

するため、災害復旧事業の重要変更協議案件の基準の緩和を求

める。 

３ 原子力関係交付金の事務

の簡素化（京都府） 

経費算出に係る膨大な事務量の軽減等を図るため、「放射線

監視等交付金」(原子力規制庁所管)及び「原子力発電施設等緊

急時安全対策交付金」(内閣府所管）の経費算出に係る様式の統

一など事務手続きの簡素化を求める（ただし、環境放射線モニ

タリングに係る部分に限る。)。 

４ 私人への徴収・収納委託が

可能な歳入範囲の拡大（旅

券発給等事務に係る歳入

歳出外現金の追加）（大阪

府）重点 

大阪府では、旅券発給の事務について、府パスポートセンタ

ーのほか、市町村へ権限委譲した上で執行しているところ。同

府では、平成30年9月末をもって大阪府証紙を廃止することと

しているため、今後市町村が大阪府手数料の徴収事務を執行す

る場合、市町村におけるその取り扱いは「歳入歳出外現金」と

なる。 

自治法上、歳入歳出外現金の徴収について、地方公共団から

私人への徴収または収納の事務の委託を認められていないが、

旅券発給事務を取り扱う市民課の窓口事務を民間委託してい

る市町村も多いことから、旅券発給事務に係る歳入歳出外現金

についても民間委託が可能となるよう、関連法の改正を求め

る。 

５ 幼保連携型以外の認定こ

ども園の認定手続きに係

る協議の見直しについて

（大阪府） 

幼保連携型以外の認定こども園の認定手続きにおける市町

村の長との協議について、市町村立の施設の場合は、申請者と

協議の相手方が同じとなるため、当該協議を不要とすることを

求める。 

６ 保育所から幼保連携型認

定こども園へ移行する際

（運営法人や建物構造に

変更がない場合）の財産処

分手続に係る添付書類の

幼保連携型認定こども園への移行を希望する事業者の負担

軽減のため、保育所から認定こども園へ移行する際に、補助金

交付決定書、検査済証、図面など多くの書類を必要とする財産

処分手続きの簡素化を求める。 

別 紙 
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提案項目（提案団体） 提案内容 

簡素化（大阪府） 

７ 処遇改善等加算の認定権

限の移譲（大阪府） 

保育士の処遇改善の加算認定は、都道府県、指定都市及び中

核市の長が行うこととされているが、実績報告書の提出先は市

町村長とされている。この認定を行う主体と報告を受ける主体

を同じにして、市町村における業務の効率化と共に、施設・事

業所に対する精算の早期化を図るため、処遇改善等加算に係る

認定について、各市町村へと権限を移譲することを求める。 

８ 保育士等キャリアアップ

研修の実施方法を含めた

在り方の見直し（大阪府） 

 

保育士等の処遇改善加算の要件となっている保育士等キャ

リアアップ研修の実施方法について、受講しやすくするととも

に、研修実施機関において研修を増やすことを可能とするた

め、通信制やeラーニング、ビデオ学習による方法を認めること

を求める。 

９ 移住希望地域で空き家を

活用した生活体験に対す

る旅館業法の適用除外（兵

庫県） 

移住希望者が当該市町に移住する目的で、移住希望地域での

生活を体験する間に、市町の空き家バンクに登録済みの空き家

でお試し居住する場合は、特定の空き家を取得又は賃貸する前

提で短期居住する場合と同じく旅館業法の適用除外とするこ

とを求める。 

10 介護老人保健施設と看護

小規模多機能型事業所に

ついて、定期借地権を利用

した未利用国有地の減額

貸付対象化（兵庫県）重点 

都市部の未利用国有地で定期借地権を利用して介護施設等

を整備する場合、貸付料が50％減額（10年間）されるが、①介

護老人保健施設と②看護小規模多機能型事業所は、減額対象の

介護施設等と同様に介護保険事業に資する施設であるにもか

かわらず、対象外となっており、対象施設とする考え方の均衡

がとれていないため、定期借地権を利用した未利用国有地の減

額貸付の対象とすることを求める。 

11 児童相談所設置市（中核

市）において療育手帳を交

付することができること

を明確化する通知の見直

し（兵庫県）重点 

療育手帳については、都道府県もしくは指定都市の児童相談

所又は知的障害者更生相談所で判定を実施し、交付すると定め

られている。中核市の児童相談所で療育手帳を交付する場合の

支障になるため、児童相談所設置市（中核市）が療育手帳の判

定と交付を合わせて実施できるよう、療育手帳制度に係る厚生

次官通知を見直すことを求める。 

12 認可地縁団体が所有する

不動産に係る登記申請の

特例に一部名義人が認可

地縁団体の場合を追加（兵

庫県） 

認可地縁団体が所有する不動産に係る登記申請の特例につ

いて、当該特例制度が導入される以前に、認可地縁団体と「所

在が不明である構成員」との共有名義として登記された不動産

においても、認可地縁団体が所有する不動産の登記申請の特例

が使えるよう、登記名義人が自然人であるという制限を緩和

し、市町長が特例の申請を受理し、手続きの上、証明書を交付

できるようにすることを求める。 

 


